
≪桜井市工場誘致条例における奨励金申請の流れ≫

市 企業

　　・工場等（賃貸施設）の建設請負工事または売買契約
　　・賃貸施設の賃貸借契約

奨励金交付決定通知書を受け取った日から30日以内に提出し
てください。

操業開始後に初めて課された固定資産税・都市計画税を納付
した翌年度に申請書を提出してください。

工場等の建設請負工事（売買、賃貸借）の契約日から起算して
90日以内に提出してください。

埋蔵文化財発掘調査の契約

指定の内容や要件に変更が生じた日から14日以内に提出してく
ださい。

操　業　開　始

操業開始日から30日以内に提出してください。

指定企業申請書の提出

審査会の開催・指定企業としての指定

指定企業承認事項変更届の提出

操業開始届出書の提出

奨励金交付申請書の提出

奨励金交付決定

奨励金交付請求書の提出

奨励金支払い

企業立地奨励金、賃貸施設設置奨励金または賃貸施設入居奨励金については、

次年度以降も同様に奨励金の交付申請、交付請求という流れになります。

操業開始後に初めて課された固定資産税・都市計画税を納付


